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令和２年 11 月 20 日 

 

   都 道 府 県  

各  保健所設置市   衛生主管部（局） 御中 

   特 別 区   

 

厚生労働省新型コロナウイルス感染症 

対策推進本部 

 

クラスターの早期探知・早期介入のための取組みについて 

  

 新型コロナウイルス感染症対策については、ご尽力及びご協力を賜り厚く御

礼申し上げます。 

各都道府県における新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会の設置

については、「地域で新型コロナウイルス感染症の患者が増加した場合の各対策

（サーベイランス、感染拡大防止策、医療提供体制）の移行について」（令和２

年３月１日付け事務連絡）1においてお願いをしたところです。また、感染防止

に向けた対応については、「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意

点について(その２)（一部改正）」（令和２年 10月 15日各都道府県・指定都市

民生主管部(局)・中核市宛厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）2

等においてお願いしているところです。 

 今般、新型コロナウイルス感染症対策分科会の緊急提言（令和２年 11月９日）

において、クラスターの早期探知の仕組みとして、「イベントベースドサーベイ

ランス（EBS）」3が国際的にも推奨されていること、また、クラスターの早期探

知のために、既に各都道府県等において設置されている新型コロナウイルス感

染症対策のための協議会を活用し、高齢者施設及び医療機関等と協力すること

とされました。 

 

＜参考＞「緊急提言：最近の感染状況を踏まえたより一層の対策強化について」（抜粋） 

（２）「早期探知しにくい」クラスターを探知するためには、原因が明らかではないが、普 

段とは何か違う状況が発生した場合に探知する仕組みが必要である。これは、いわば 

「異常事象検知サーベイランス」ともいうべきものであり、国際的にも、Event-based 

 surveillance（EBS）として推奨されている。そのため、自治体は、既に各都道府県等 

において設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会を活用し、高 

                                                   
1 https://www.mhlw.go.jp/content/000601816.pdf 
2 https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf 

3 「イベントベースドサーベイランス（EBS）」とは、「様々な情報源を活用し異常な事象を

早い段階で検知することを目的とした、現場と専門機関の共同した仕組み」を指します。 

https://www.mhlw.go.jp/content/000601816.pdf
https://www.mhlw.go.jp/content/000683520.pdf
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齢者施設及び医療機関等と協力すること。また、学校等欠席者･感染症情報システム及 

び SNS上のデータを分析する仕組み等を活用すること。 

 

ついては、各都道府県・保健所設置市・特別区におかれては、下記の通り、社

会福祉施設等を所管する担当部局と連携のうえ、今後の新型コロナウイルス感

染症対策に取り組んでいただきますよう、お願い申し上げます。 

 

記 

 

１．早期探知のための取組みについて 

今般の新型コロナウイルス感染症対策においては、「早期探知しにくいクラ 

 スター」を探知し、早期介入することが重要です。「イベントベースドサーベ 

イランス（EBS）」の考え方に基づき、感染したことが疑われる状況が生じたと 

きに保健所や新型コロナウイルス感染症対策を協議する協議会等に報告でき 

る仕組みを構築することが求められます。EBSに関する詳細説明および取組例、 

EBSの考え方をもとにした早期に評価・介入する運用体制のイメージ等を別添 

に取りまとめております。 

 

２．高齢者施設等における早期探知・早期介入について 

特に、高齢者施設等における現場での気づきや、感染症専門医等の知見を有 

する者からの報告を担当部局において積極的に収集いただいた上でリスク評 

価し、早期介入を行い、クラスターの発生を未然に防ぐことが重要となります。 

各都道府県・保健所設置市・特別区におかれては、既に各都道府県等におい 

て設置されている新型コロナウイルス感染症対策のための協議会等を活用し、 

高齢者施設及び医療機関等と協力するようお願いいたします。 

 なお、この冬に向けては、早期探知・早期介入のために、以下の３．及び４．

について取り組んでいただきますようよろしくお願いします。 

 

３．早期探知のための報告等について 

社会福祉施設等に対する新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため 

の留意点については「社会福祉施設等における感染拡大防止のための留意点 

について(その２)（一部改正）」（令和２年 10月 15日各都道府県・指定都市民 

生主管部(局)・中核市宛厚生労働省健康局結核感染症課ほか連名事務連絡）が 

発出されているところです。 

発症前から感染力があり、高齢者の死亡率が高く、早期探知の必要性が高い

新型コロナウイルス感染症の特徴に鑑み、現場で普段とは何か違う状況に気づ

いた場合等に、EBSの考え方に基づき報告等を行うことが重要です。 

各都道府県・保健所設置市・特別区におかれては、EBSの観点から当該事務

連絡の特に下記の内容に留意いただくよう、管内の高齢者施設等へ周知方お願

いいたします。 
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○ 感染の疑いについてより早期に把握できるよう、管理者が中心となり、毎

日の検温の実施、食事等の際における体調の確認を行うこと等により、日

頃から利用者の健康の状態や変化の有無等に留意すること。 

○ 管理者は、日頃から職員の健康管理に留意するとともに職員が職場で体調

不良を申出しやすい環境づくりに務めること。 

○ 新型コロナウイルス感染が疑われる者が発生した場合は、協力医療機関や

地域で身近な医療機関、受診・相談センター等に電話連絡し、指示を受け

ること。速やかに施設長等への報告を行い、当該施設内での情報共有を行

うとともに、指定権者への報告を行うこと。また、当該利用者の家族等に

報告を行うこと。 

※「新型コロナウイルス感染症が疑われる者」に関連して、EBSの観点からは、「職 

員で体調不良で休んでいる者が増えている」といった「現場の気づき」に関する情 

報も該当すると考えられます。 

※「指定権者への報告」については、EBSの観点からは必ずしもこれに限られず、 

各都道府県・保健所設置市・特別区、保健所への報告も該当すると考えられます。 

 

４．報告を受けた場合の検査の実施について 

「「新型コロナウイルス感染症に関する検査体制の拡充に向けた指針」に 

ついて」（令和２年９月15日付け事務連絡）4の別添の「１．基本的な考え 

方」で「新型コロナウイルス感染症の検査については、①検査が必要な者が 

より迅速・スムーズに検査を受けられるようにするとともに、②濃厚接触者 

に加え、感染拡大を防止する必要がある場合には広く検査が受けられるよう 

にすることが重要である。」とされています。 

各都道府県・保健所設置市・特別区におかれては、EBSの考え方に基づき 

報告がなされた場合には、迅速な検査が行われるよう、地域の医療機関等の 

関係者と連携していただきますようお願いいたします。 

 

【問い合わせ】             

厚生労働省新型コロナウイルス感染症  

対策推進本部（疫学・データ班） 

担当：森、飯田、田中         

電話番号：03-5253-1111（内線:8005）  

 Mail address: cluster@mhlw.go.jp   

   

                                                   
4 https://www.mhlw.go.jp/content/000672623.pdf 
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https://www.mhlw.go.jp/content/000672623.pdf

